
空家等対策協議会 経過等

令 和 ７ 年 ７ 月 １ ８ 日
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資料２



時系列 内容

平成29年3月 小金井市空家等対策協議会条例 可決

平成29年6月 小金井市空家等対策協議会 開催
任期 第1期 平成29年6月30日から平成31年6月29日まで（2年間）

第2期 令和元年6月30日から令和3年6月29日まで（2年間）
第3期 令和3年6月30日から令和5年6月29日まで（2年間）
第4期 令和5年6月30日から令和7年6月29日まで（2年間）

主な協議内容
・空家等対策計画の策定（平成30年度）
・特定空家等の認定基準作成（令和3年度）
・特定空家の認定

特定空家認定件数／立入調査件数
令和4年度 3／4件
令和5年度 0／1件
令和6年度 1／3件

・法改正等の情報共有

令和7年4月 空き家の事務を地域安全課からまちづくり推進課へ移管

令和7年7月 小金井市空家等対策協議会 開催
任期 第5期 令和7年6月30日から令和9年6月29日まで（2年間） 2

１ 経過
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２ 空家等対策への基本方針・業務
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３ 国の動き
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４ 今後の方向性


